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崔

梅
花

は
じ
め
に

一
九
七
八
年
に
始
ま
っ
た
経
済
改
革
は
中
国
に
画
期
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
は
、
ま
た
報
道
に
対
す
る
国
家
的
規
制
に

も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
今
日
、
国
家
と
報
道
規
制
の
関
係
は
メ
デ
ィ
ア
研
究
に
お
い
て
は
主
流
で
は
な
い
が
、
中
国

の
国
家
制
度
の
下
で
メ
デ
ィ
ア
に
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
、
そ
し
て
、
現
実
に
メ
デ
ィ
ア
が
果
し
て
い
る
役
割
、
そ
の
前
途
を
明
ら

か
に
す
る
に
は
、
現
代
中
国
に
お
け
る
報
道
規
制
を
検
討
す
る
意
味
は
、
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
一
般
的
に
国
家
の
性
格
と
メ
デ
ィ

ア
規
制
の
あ
り
方
は
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
国
家
の
性
格
の
変
化
に
従
っ
て
メ
デ
ィ
ア
規
制
の
構
造
に
も
大
き
な
変
化
が
現
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

長
い
間
、
中
国
の
メ
デ
ィ
ア
規
制
は
国
際
社
会
の
批
判
を
浴
び
て
き
た
が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
具
体
的
な
規
制
は
非
公
開
で
あ
り
、
研
究
の
素
材
を
な
す
資
料

的
根
拠
は
ま
っ
た
く
手
に
入
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
近
年
、
こ
う
し
た
状
況
が
漸
進
的
で
は
あ
る
が
打
開
さ
れ
つ
つ
あ
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る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
中
国
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
研
究
は
、
国
内
に
お
い
て
は
圧
倒
的
に
メ
デ
ィ
ア
経
営
、
広
告
に
対
す

る
研
究
が
主
流
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
は
市
場
経
済
化
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
の
変
化
に
つ
い
て
の
唐
亮
氏
の
研
究
、
中
国
の

言
論
の
自
由
を
法
制
度
の
視
点
か
ら
の
石
塚
氏
の
研
究
が
あ
る(1
)。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
中
国
の
メ
デ
ィ
ア
を
取
り
巻
く
変

化
の
一
側
面
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
の
政
治
、
経
済
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
は
位
置
づ
け
て
い
な
い
。
又
、
本
稿
と
の
関

係
で
は
、
西
茹
氏
の
研
究(2
)が
あ
る
。
こ
の
研
究
は
、
中
国
の
メ
デ
ィ
ア
管
理
シ
ス
テ
ム
に
焦
点
を
当
て
る
点
に
お
い
て
は
筆
者
の
問

題
関
心
と
概
ね
合
致
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
以
下
の
二
点
を
重
視
し
て
い
る
。
第
一
、
改
革
政
策
以
降
は
ひ
と
口
に
メ
デ
ィ
ア

の
規
制
と
い
っ
て
も
メ
デ
ィ
ア
ご
と
の
規
制
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
新
聞
に
対
象
を
限
定
し
て
分
析
を
行
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
新
聞
管
理
規
制
の
特
徴
を
中
国
の
政
治
、
経
済
体
制
の
変
化
と
の
か
か
わ
り
で
検

討
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
共
産
党
一
党
独
裁
体
制
で
あ
っ
て
も
、
九
〇
年
代
以
降
の
共
産
党
は
「
現
状
認
識
」
の
変
化
に
伴

い
、
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。

中
国
国
家
の
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
新
戦
略

中
国
共
産
党
は
、
改
革
開
放
以
降
、
メ
デ
ィ
ア
を
従
来
の
「
党
の
宣
伝
道
具
」、「
階
級
闘
争
の
道
具
」
か
ら
「
党
や
政
府
の
正
当

性
」
の
維
持
と
確
立
の
た
め
に
奉
仕
さ
せ
よ
う
と
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
と
く
に
九
〇
年
代
以
降
に
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
戦

略
が
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
戦
略
が
共
産
党
の
従
来
の
メ
デ
ィ
ア
政
策
と
大
い
に
異
な
る
第
一
の
点
は
、
従
来
、
中
国
で
は
メ
デ
ィ
ア
は
党
の
路
線
、
政

策
を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
党
の
「
宣
伝
の
道
具
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
九
〇
年
代

以
降
に
お
い
て
は
そ
の
役
割
を
一
層
拡
大
し
党
の
イ
メ
ー
ジ
改
善
と
そ
の
統
治
の
正
当
性
を
高
め
る
こ
と
に
重
点
に
お
く
よ
う
に
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な
っ
た
点
で
あ
る
。
近
年
の
事
例
で
は
、
二
〇
〇
八
年
五
月
に
四
川
省
で
起
き
た
大
地
震
の
報
道
に
お
い
て
は
速
く
か
つ
連
続
的
な

報
道
を
繰
り
広
げ
な
が
ら
専
ら
中
央
指
導
者
や
解
放
軍
の
被
災
地
で
の
活
動
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
こ
と
に
現
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
政
府
批
判
を
生
み
か
ね
な
い
手
抜
き
工
事
な
ど
に
つ
い
て
の
報
道
は
厳
し
く
規
制
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
上

述
し
た
メ
デ
ィ
ア
新
戦
略
が
着
実
に
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
新
戦
略
は
、
従
来
の
よ
う
に
「
言
わ
せ
な
い
」
規
制
の
み
で
は
な
く
、
積
極
的
に
「
言
わ
せ
る
」
積
極
的
統
制
政
策
を

展
開
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
社
会
的
な
重
大
問
題
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
れ
が
党
や
政
府
の
、
政
策
の
失
敗
や
イ
メ
ー
ジ
低
下
に
つ

な
が
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「
言
わ
せ
な
い
」
が
、
地
震
や
水
害
等
党
や
政
府
と
直
接
関
係
の
な
い
重
大
事
件
に
つ
い
て
は
大
い
に
報

道
を
奨
励
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
党
や
政
府
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
第
二
の
効
果
を
得
る
た
め
に
送
り
手
の
宣
伝
の
中
味
の
み
で
は
な
く
、
受
け
手
の
「
同
意
」
調
達
を
計
算
に
入
れ
た
政

策
が
た
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
四
に
、
こ
う
し
た
新
戦
略
に
と
も
な
い
、
言
論
に
つ
い
て
の
「
消
極
的
」
規
制
の
面
で
も
新
た
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
主
と
し
て
、
九
〇
年
代
以
降
に
あ
ら
わ
れ
た
言
論
に
対
す
る
新
た
な
管
理
、
規
制
の
動
き
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
新
た
な
規
制
の
動
き
は
七
八
年
の
改
革
・
開
放
以
降
、
社
会
各
界
か
ら
噴
出
し
た
新
た
な
言
論
と
報
道
管
制
の
解
禁
の
強
い
要
求

に
対
す
る
危
機
感
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
中
国
メ
デ
ィ
ア
の
新
戦
略
の
う
ち
、
こ
の
第
四
点
、

中
国
に
お
け
る
言
論
統
制
政
策
の
新
展
開
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
を
加
え
た
い
。
こ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め
本
稿
の
仮
説
を
要
約
し
て

お
こ
う
。
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本
稿
の
仮
説

一
九
七
八
年
の
改
革
開
放
政
策
実
施
以
後
、
新
聞
発
行
が
急
増
し
、
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
は
多
様
化
し
、
八
〇
年
代
の
政
治
改
革
を

求
め
る
動
き
と
連
動
し
て
活
発
化
し
た
。
し
か
し
、
八
九
年
の
民
主
化
運
動
の
失
敗
に
よ
り
党
内
で
保
守
派
が
再
び
権
力
を
握
る
こ

と
に
な
り
、
メ
デ
ィ
ア
管
理
の
理
念
に
も
大
き
な
変
化
が
現
れ
た
。
報
道
の
自
由
の
容﹅

認﹅

へ﹅

の﹅

動﹅

き﹅

か
ら
報﹅

道﹅

規﹅

制﹅

の﹅

強﹅

化﹅

へ﹅

の
転

換
で
あ
る
。

民
主
化
運
動
に
お
い
て
は
、
学
生
、
記
者
、
作
家
、
編
集
者
、
知
識
人
な
ど
百
人
余
り
が
「
報
道
の
自
由
」、「
創
作
の
自
由
」、「
出

版
の
自
由
」
な
ど
の
横
断
幕
を
掲
げ
デ
モ
を
行
い
、
さ
ら
に
元
人
民
日
報
社
長
の
胡
績
偉(3
)も
報
道
統
制
に
憂
慮
を
表
明
（
一
九
八
九

年
五
月
二
十
八
日
、
後
に
離
党
さ
せ
ら
れ
る
）
す
る
な
ど
、
社
会
の
多
方
面
か
ら
報
道
の
自
由
の
要
求
が
高
ま
り
、
そ
れ
を
求
め
て

戦
後
初
め
て
広
範
な
大
衆
運
動
が
広
が
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
民
主
化
運
動
は
当
局
に
強﹅

い﹅

危﹅

機﹅

感﹅

を﹅

自﹅

覚﹅

さ﹅

せ﹅

、
メ
デ
ィ
ア

政
策
の
転
換
を
促
す
こ
と
と
な
っ
た
。
八
〇
年
代
ま
で
の
メ
デ
ィ
ア
改
革
の
特
徴
は
主
と
し
て
経
営
改
革
と
報
道
改
革
に
置
か
れ
て

い
た
が
、
九
〇
年
代
以
降
は
八
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
経
営
改
革
の
面
で
は
大
き
な
前
進
は
み
ら
れ
な
く
な
り
、
八
〇
年
代
の
メ
デ
ィ

ア
改
革
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
な
っ
て
い
る
報
道
の
自
由
の
議
論
は
棚
上
げ
に
さ
れ
、
八
〇
年
代
末
に
一
時
政
治
改
革
課
題
の
ひ
と
つ
に

ま
で
上
が
っ
た
報
道
の
自
由
に
つ
い
て
の
議
論
は
封
印
さ
れ
、
む
し
ろ
報
道
規
制
が
一
層
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
、
事
態
は
さ
ら
に
新
た
な
展
開
を
み
た
。
九
二
年
の
鄧
小
平
の
「
南
巡
講
話
」
を
機
と
す
る
市
場

化
、
民
営
化
促
進
に
よ
る
高
度
経
済
発
展
政
策
の
導
入
で
あ
る
。
社
会
主
義
市
場
化
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
メ
デ
ィ
ア
界
に
も
市
場

経
済
化
の
波
が
お
し
よ
せ
た
。
メ
デ
ィ
ア
産
業
が
続
々
登
場
し
増
加
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
当
局
の
言
論
規
制
政
策
の
新
た
な
展

開
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
九
〇
年
代
以
降
の
中
国
の
メ
デ
ィ
ア
を
、
何
舟
は
「
党
営
輿
論
公
司
（
党
が
経
営
す
る
輿
論
会

社
）」(4
)で
あ
る
と
表
現
す
る
。
こ
れ
は
、
中
国
の
メ
デ
ィ
ア
が
党
の
指
導
と
管
理
の
下
で
「
党
の
た
め
の
宣
伝
道
具
」
で
あ
り
な
が
ら
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他
方
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
多
様
化
と
活
用
を
通
じ
て
大
衆
社
会
統
合
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
今
日
の
状
況
に
対
す
る
鋭
い
指
摘
で
あ

ろ
う
。

こ
う
し
た
九
〇
年
代
以
降
の
中
国
当
局
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
改
革
の
見
直
し
は
、
そ
の
後
の
メ
デ
ィ
ア
政
策
の
戦
略
的
方
向
を
規
定

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
規
制
政
策
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。「
総
合
」
的
な
管
理
体
制
か
ら
「
部

分
」
規
制
の
強
化
へ
、
そ
し
て
、
事
前
規
制
、
事
後
規
制
と
同
時
に
そ
れ
を
梃
子
と
し
た
自
主
規
制
の
強
化
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
さ

に
重
層
的
か
つ
多
層
的
な
構
造
の
規
制
シ
ス
テ
ム
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
中
心
は
、
主
要
責
任
者
任
命
制
度
、
報
道
規
制
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
そ
の
点
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
し
た
い
。
そ

の
際
に
、
財
政
政
策
の
改
革
は
前
二
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
、
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
財
政
政
策
に
も
光
を
あ
て
た
い
。

以
下
、
ま
ず
財
政
政
策
に
焦
点
を
あ
て
て
新
聞
管
理
規
制
の
再
構
築
の
背
景
を
み
よ
う
。

一
、
新
聞
管
理
規
制
の
再
構
築
の
背
景

党
や
国
家
に
よ
る
新
聞
管
理
規
制
の
再
建
の
背
景
に
は
一
九
七
八
年
以
降
の
改
革
開
放
政
策
、
す
な
わ
ち
経
済
改
革
が
あ
っ
た
。

一
九
七
八
年
末
、
改
革
政
策
の
実
施
と
と
も
に
文
化
大
革
命
期
に
発
禁
と
さ
れ
た
新
聞
が
復
刊
し
、
そ
れ
に
加
え
、
創
・
発
刊
が
相

次
い
だ
。
一
九
七
八
年
に
は
一
八
六
紙
で
あ
っ
た
新
聞
が
一
九
八
三
年
に
は
、
僅
か
五
年
で
四
倍
の
七
九
二
紙
と
な
っ
た
。
ま
た
、

経
済
改
革
に
よ
り
国
家
財
政
の
負
担
が
増
加
し
た
。
こ
う
し
た
新
聞
紙
の
増
加
と
新
聞
発
行
に
伴
う
財
政
負
担
の
増
加
は
、
既
存
の

新
聞
管
理
政
策
の
困
難
を
増
大
さ
せ
、
新
聞
管
理
規
制
の
再
建
の
主
た
る
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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(一
)
新
聞
の
種
類
と
量
的
増
加

改
革
開
放
以
前
に
は
新
聞
発
行
機
関
は
非
常
に
限
ら
れ
、
中
央
の
党
や

政
府
機
関
が
中
心
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、『
人
民
日
報
』、『
南
方
日
報
』、

『
吉
林
日
報
』
は
中
央
、
省
（
直
轄
市
、
自
治
区
含
む
）、
市
な
ど
党
委
員

会
に
よ
り
直
接
発
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
外
に
『
経
済
日
報
』、『
中
国

青
年
報
』
は
国
務
院
、
半
官
政
治
団
体
（
共
産
党
青
年
団
等
）
等
が
そ
の

発
行
元
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
改
革
以
降
は
、
中
央
機
関
の
み
な
ら

ず
、
地
方
政
府
や
社
会
団
体
な
ど
、
発
行
機
関
の
多
様
化
が
進
ん
だ(5
)。
そ

の
多
く
は
経
済
発
展
の
た
め
の
政
策
指
導
、
行
政
指
導
な
ど
を
理
由
に
発

行
さ
れ
た
専
門
紙
、
業
界
紙
で
あ
る
（
表
一
）。

こ
の
よ
う
な
新
聞
の
急
増
に
よ
り
、
従
来
絶
対
多
数
で
あ
っ
た
党
機
関

紙
が
、
新
聞
全
体
で
占
め
る
割
合
が
低
く
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
同
時

に
そ
の
発
行
部
数
も
大
幅
に
減
少
し
た
。
例
え
ば
、
全
国
紙
で
あ
る
『
人

民
日
報
』
の
毎
日
の
平
均
発
行
部
数
は
、
一
九
八
一
年
に
は
五
〇
〇
万
部

で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
三
年
に
は
一
八
〇
万
部
と
な
り
、
同
時
期
に
『
光

明
日
報
』
も
一
〇
五
・
七
万
部
か
ら
三
八
・
〇
一
万
部
へ
と
減
少
し
て
い

る
。
そ
の
背
景
に
は
九
〇
年
代
半
か
ら
「
都
市
報
」、「
晩
報
」
等
が
台
頭

し
か
つ
読
者
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
内
容
で
人
気
を
集
め
て
、
発
行
部
数
や
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分類 新聞タイトル数 総数 分類 新聞タイトル数 総数
政党
機関紙

中共中央機関紙 
地方党委機関紙 
政協及民主党派機関紙

専門紙

晩報（夕刊）

対象紙

38
科学技術新 88
企業報 業界性企業報 

工場・炭鉱企業報
58 
560

合計 1836

工人報（労働社新聞）
農民報
人民武装報
青年報
婦女報
学生、少年児童報
老年報
僑務報
少数民族文字報
外文報
経済報
政法報（法律新聞）

出典：『中国新聞年鑑』1989年。

2
405
17

20
24
22
21
5
23
14
7
79
2
15
123

総合、文摘報
文化報
教育報
体育報
書訊報
広播電視報
衛生医薬報
環境報
人口、生活報
業界報

39
36
14
17
10
74
34
10
33
63

表1 1988年全国新聞発行分類表（報＝新聞）



広
告
額
か
ら
も
同
行
政
区
域
内
の
党
機
関
紙
を
遥
か
に
超
え
て
い
く
と
い

う
事
態
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
表
二
）。
こ
う
し
た
所
謂
大
衆
新
聞
が
急

速
に
発
行
部
数
を
伸
ば
し
て
い
る
こ
と
も
党
機
関
紙
の
改
革
を
促
し
た
一

要
因
と
な
っ
た
。

も
っ
と
も
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
い
ま
中
国
で
非
常
に
人

気
を
集
め
て
い
る
多
く
の
都
市
新
聞
や
晩
報
は
党
機
関
紙
の
系
列
新
聞
と

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
九
〇
年
代
か
ら
成
長
を
遂
げ
て
い

る
大
衆
新
聞
が
九
六
年
か
ら
党
機
関
紙
を
中
心
と
す
る
新
聞
集
団
に
組
織

さ
れ
、
行
政
手
段
に
よ
り
同
一
行
政
区
域
内
の
党
機
関
紙
の
系
列
に
組
み

込
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
子
報
養
母
報
（
子
新
聞
が
親
新
聞

を
養
う
）」
現
象
が
起
き
た
。
党
の
言
論
陣
地
と
し
て
の
党
機
関
紙
対
経

済
利
益
体
と
し
て
の
子
新
聞
、
国
家
に
よ
る
経
済
的
援
助
を
受
け
て
い
る

党
機
関
紙
対
経
済
利
益
を
あ
げ
企
業
の
よ
う
に
税
金
を
納
め
て
い
る
子
新

聞
、
低
迷
し
て
い
る
党
機
関
紙
対
活
発
化
し
て
い
る
子
新
聞
、
こ
れ
が
今

日
中
国
の
新
聞
の
状
況
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
当
局
が
、
新
聞
発
行
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
は
し
な
い
も

の
の
、
党
機
関
紙
一
色
の
言
論
で
は
な
く
、
体
制
内
に
お
け
る
「
多
様
な
」

報
道
を
認
め
、
あ
る
程
度
の
情
報
と
娯
楽
を
国
民
に
提
供
し
よ
う
と
す
る
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単位：万部
新聞

年度 解放日報 新民晩報 南方日報 羊城晩報

1999

2000

2001

2002

2003

31.81

38.01

38.01

38.00

38.01

71.55

78.01

98.01

95.00

95.01

42.11

39.80

40.96

37.64

36.12

140.10

129.03

121.81

110.76

104.45

72.94

80.01

75.01

75.00

75.01

130.01

152.01

150.01

130.00

132.01

北京日報 北京晩報
北　　京 上　　海 広　　東

出典：『中国新聞年鑑』各年版を参照（筆者作成）。

表2 各地党機関紙と晩報の平均毎期発行部数の比較



結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(二
)
財
政
政
策
の
改
革

メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
を
促
し
た
要
因
の
第
二
は
、
メ
デ
ィ
ア
費
用
の
国
庫
負
担
の
廃
止
で
あ
る
。

も
と
も
と
、
中
国
当
局
の
メ
デ
ィ
ア
へ
の
強
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
段
の
ひ
と
つ
は
、
新
聞
発
行
に
か
か
る
費
用
を
握
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
通
称
「
公
費
弁
報
、
公
費
訂
報
」
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
公
費
で
新
聞
を
作
り
、
公
費
で
新
聞
を
購
読
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
設
備
、
従
業
員
の
給
与
、
福
祉
な
ど
を
国
家
が
負
担
す
る
体
制
で
あ
る
。
一
九
五
二
年
、
新
聞
の
社
会
主
義
改
造
に
よ
り
そ

れ
ま
で
の
私
営
新
聞
を
全
部
国
有
へ
と
改
造
し
、
新
聞
の
経
営
に
必
要
な
資
金
を
国
家
が
負
担
す
る
体
制
が
つ
く
ら
れ
た
。
メ
デ
ィ

ア
に
財
政
自
主
権
を
持
た
さ
な
い
「
統
収
統
支
」
政
策
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
九
七
八
年
の
改
革
以
降
、
こ
の
よ
う
な
全
額
予
算
管
理
政
策
で
は
国
庫
の
負
担
が
あ
ま
り
に
も
膨
ら
ん
だ
た
め
政
府

は
財
政
負
担
軽
減
の
政
策
に
追
い
込
ま
れ
た
。
そ
れ
は
、「
差
額
予
算
管
理
」制
度
、さ
ら
に
は
独
立
採
算
制
度
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。

以
下
、
新
聞
の
財
政
政
策
の
変
化
を
み
よ
う
。

新
聞
の
財
政
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
一
つ
の
理
由
は
、
新
聞
用
紙
の
価
格
高
騰
で
あ
っ
た
。
八
〇
年
代
の
経
済
改
革
の
実

施
に
よ
り
国
家
は
価
格
に
対
し
て
『
双
軌
制
(二
つ
の
制
度
)』
を
実
施
し
た
。
す
な
わ
ち
、
国
家
が
計
画
経
済
の
枠
組
で
行
う
「
国

家
価
格
」
と
「
市
場
に
よ
る
価
格
」
の
両
方
を
認
め
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
新
聞
用
紙
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
新
聞
用

紙
の
市
場
価
格
は
一
九
八
〇
年
一
頓
七
三
〇
元
が
一
九
八
五
年
に
は
一
一
〇
〇
元
、
一
九
八
八
年
に
は
二
八
〇
〇
元
、
一
九
九
二
年

と
一
九
九
四
年
に
は
三
〇
〇
〇
元
、
四
〇
〇
〇
元
へ
と
上
昇
し
た
。
一
九
九
五
年
末
に
は
一
頓
で
七
〇
〇
〇
元
と
い
う
値
段
に
ま
で

上
っ
た(6
)。
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と
こ
ろ
が
、
新
聞
紙
の
値
上
が
り
と
並
行
し
て
新
聞
の
数
も
急
激
に
増
え
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
製
紙
工
場
は
計
画
内
の
価
格
の

新
聞
紙
を
レ
ベ
ル
の
高
い
党
機
関
紙
に
低
価
格
で
優
先
的
に
提
供
し
た
の
で
、
そ
の
他
の
新
聞
は
市
場
に
よ
る
高
価
格
で
新
聞
用
紙

を
購
入
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
新
聞
の
価
格
は
当
局
に
よ
り
決
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
新
聞
社
自
身
は
コ
ス
ト
の

高
騰
に
対
し
自
ら
調
整
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

計
画
内
で
供
給
さ
れ
て
い
る
新
聞
用
紙
だ
け
で
は
新
聞
の
発
行
は
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
仕
方
な
く
、
新
聞
社
は
市
場
で
新

聞
用
紙
を
購
入
す
る
よ
う
に
な
り
、
財
政
負
担
が
多
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
新
聞
社
の
不
満
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
当
局
は
計
画
内
の
価
格
と
市
場
価
格
の
差
額
を
国
家
が
負
担
す
る
方
針
を
と
っ
た
。
こ
れ
が
「
差
額
予
算
管
理
」
で
あ
る
。

一
九
八
七
年
に
は
、
こ
う
し
た
、
国
家
財
政
に
よ
る
新
聞
用
紙
の
差
額
補
助
金
だ
け
で
も
七
〇
〇
〇
万
元
に
上
っ
て
い
た
。
政
府

は
、
急
速
に
膨
ら
む
新
聞
へ
の
財
政
補
助
に
資
金
的
に
圧
迫
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
新
聞
社
自
身
に
あ
る
程
度
の
負
担

を
転
化
さ
せ
る
こ
と
が
現
実
的
な
問
題
と
し
て
浮
上
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
予
算
制
度
の
再
改
革
を
促
す
別
の
要
因
も
加
わ
っ
た
。
新
聞
の
設
備
投
資
の
拡
充
で
あ
る
。
一
九
八
六
年
か
ら
一
九
九

〇
年
の
間
に
新
聞
業
界
に
お
い
て
技
術
改
造
と
設
備
更
新
に
よ
り
五
．
七
億
元
が
投
下
さ
れ
た
が
、
国
家
は
必
要
資
金
の
わ
ず
か
九

％
に
も
満
た
な
い
五
〇
〇
〇
万
元
し
か
補
助
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
補
助
金
は
五
年
間
に
五
回
に
わ
た
り
中
央
と
省
級
の

機
関
紙
に
発
給
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
他
の
新
聞
が
こ
の
補
助
を
受
け
と
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
で
あ
る(7
)。

こ
う
し
た
こ
と
が
、
政
府
が
一
九
八
八
年
に
新
聞
、
雑
誌
の
多
角
経
営
の
許
可(8
)を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
背
景
で
あ
る
。
一
九

九
二
年
、
国
務
院
新
聞
出
版
総
署
は
、
中
央
レ
ベ
ル
の
『
人
民
日
報
』、『
経
済
日
報
』
と
党
の
理
論
刊
行
物
で
あ
る
『
求
是
』
以
外

の
新
聞
を
一
九
九
四
年
ま
で
に
独
立
採
算
制
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
を
求
め(9
)、
各
新
聞
に
対
し
て
「
断
奶
（
財
政
補
助
の
停
止
）」
を
発

布
し
た
。
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そ
の
結
果
、
一
九
九
七
年
に
は
全
国
の
三
分
の
一
の
新
聞
（
多
数
中
央
レ
ベ
ル
の
新
聞
も
含
ま
れ
る
）
が
独
立
採
算
制
を
と
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た(
)。
た
と
え
ば
、
上
海
の
場
合
は
八
四
社
の
新
聞
社
の
な
か
で
五
一
社
が
自
給
自
足
を
実
現
し
、
十
四
社

10

が
政
府
の
一
部
補
助
を
必
要
と
し
、
十
九
社
は
国
家
予
算
に
よ
り
維
持
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
安
徽
省
の
場
合
は
、
省
新
聞
出
版
局

が
主
管
し
て
い
る
三
九
社
の
新
聞
社
中
七
社
が
独
立
採
算
と
な
っ
た(
)。
11

独
立
採
算
制
は
、
同
時
に
新
聞
の
広
告
収
入
を
増
大
さ
せ
た
。
例
え
ば
、
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
五
年
の
間
に
全
国
新
聞
の
広

告
額
は
九
・
六
億
元
か
ら
六
四
・
七
億
元
に
な
り
、
年
平
均
六
〇
・
九
％
の
成
長
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
広
州
市
党
機
関
紙
で
あ
る

広
州
日
報
は
い
ま
や
証
券
や
不
動
産
市
場
へ
の
投
資
な
ど
新
聞
発
行
以
外
の
経
営
活
動
を
行
い
、
二
〇
〇
四
年
の
広
告
収
入
は
十

七
・
一
七
億
元
で
、
連
続
十
一
年
間
全
国
新
聞
の
広
告
収
入
一
位
を
維
持
し
、
二
・
五
四
億
元
を
納
税
し
、
広
州
地
区
の
納
税
第
三

位
の
「
企
業
」
と
な
っ
て
い
る(
)こ
と
が
話
題
を
呼
ん
だ
。

12

こ
う
し
た
事
態
は
、
新
聞
社
の
経
営
費
、
職
員
の
給
与
、
福
祉
及
び
設
備
の
投
資
な
ど
諸
経
費
す
べ
て
が
国
家
財
政
に
よ
り
賄
わ

れ
、
新
聞
社
自
身
は
経
営
の
こ
と
は
考
え
ず
、
党
や
政
府
の
指
導
に
従
っ
て
報
道
業
務
を
行
う
に
過
ぎ
な
か
っ
た
時
代
と
は
対
照
的

で
あ
る
。
新
聞
社
は
一
経
営
体
と
し
て
獲
得
し
た
利
潤
の
六
〇
％
前
後
を
所
得
税
と
し
て
国
家
に
納
入
し
、
残
り
は
従
業
員
の
社
宅

の
建
設
や
ボ
ー
ナ
ス
な
ど
、
福
祉
厚
生
の
た
め
に
当
て
る
よ
う
に
な
っ
た(
)。
す
な
わ
ち
、
経
営
状
況
の
改
善
が
直
接
従
業
員
の
待
遇

13

に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、『
人
民
日
報
』
の
よ
う
な
一
部
党
機
関
紙
に
は
、
依
然
と
し
て
国
家
財
政
補
助
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
改
革
以
降

は
、
こ
の
分
野
で
も
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。「
事
業
単
位
、
企
業
管
理
」
と
い
う
経
営
方
式
を
進
め
る
た
め
に
広
告
掲
載
の
許
可(
)、

新

14

聞
等
出
版
物
に
対
す
る
国
家
財
政
補
助
の
逓
減
、
独
立
採
算
制
の
導
入(
)に
よ
り
新
聞
の
市
場
化
が
促
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

15

こ
う
し
た
一
連
の
改
革
の
結
果
、
報
道
に
お
い
て
も
経
営
に
お
い
て
も
「
市
場
化
」
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。「
経
済
的
独
立
」
が
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新
聞
の
報
道
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
当
局
が
一
番
警
戒
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
財
政
的
な
一
定

の
自
由
を
与
え
る
、
い
わ
ば
〝
鳥
籠
の
な
か
の
自
由
〞
で
あ
っ
て
も
、
当
局
に
厳
し
い
問
題
を
突
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
局
が
自
ら
進
め
た
市
場
経
済
化
は
、
新
聞
に
対
す
る
財
政
政
策
の
見
直
し
を
促
し
、
そ
の
結
果
、
新
聞
の
「
市

場
化
」
を
事
実
上
容
認
せ
ざ
る
を
え
ず
、
当
局
が
最
も
警
戒
し
て
い
る
状
況
が
生
ま
れ
は
じ
め
た
。
近
年
頻
繁
に
起
き
て
い
る
新
聞

の
停
刊
事
件(
)や
編
集
者
の
更
迭(
)等
は
ま
さ
に
こ
の
状
況
を
物
語
っ
て
い
る
。

16

17

し
か
し
、
い
ま
ま
で
進
め
て
き
た
財
政
改
革
を
後
戻
り
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
、
当
局
に
よ
る
新
聞
管
理
規
制
の
再

構
築
を
促
す
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
人
事
管
理
制
度
改
革
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
従
来
は
、
新
聞
社
に
お
け
る
主

要
責
任
者
の
人
事
任
命
制
度
は
当
局
が
メ
デ
ィ
ア
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
う
え
で
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
が
、
九
〇
年
代
以
降

は
党
機
関
紙
の
人
事
管
理
の
み
で
は
到
底
管
理
出
来
な
い
局
面
が
現
れ
た
。
そ
こ
で
、
党
機
関
紙
以
外
の
非
機
関
紙
、
そ
し
て
記
者

に
対
す
る
管
理
ま
で
制
度
化
す
る
こ
と
で
管
理
の
強
化
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
点
を
検
討
し
よ
う
。

二
、
新
聞
社
に
お
け
る
人
事
管
理

改
革
以
前
に
は
党
機
関
紙
が
中
心
で
あ
っ
た
の
で
、
新
聞
社
の
人
事
管
理
は
、
党
委
員
会
を
中
心
に
宣
伝
部
、
組
織
部
を
通
ず
る

組
織
的
任
命
制
度
と
い
う
か
た
ち
で
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
八
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
、
新
聞
が
膨
大
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
非

機
関
紙
が
急
増
し
そ
の
結
果
、
新
聞
社
の
人
事
に
も
大
き
な
変
化
が
起
き
た
。
特
に
、
独
立
採
算
制
が
施
行
さ
れ
、
非
機
関
紙
で
は

経
費
を
削
減
す
る
た
め
に
、
正
規
記
者
よ
り
招
聘
制
、
契
約
制
な
ど
様
々
な
雇
用
形
態
を
と
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
特
に
経
済
特

区
で
は
顕
著
で
あ
っ
た
。
人
事
権
を
メ
デ
ィ
ア
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
重
要
な
手
段
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
当
局
に
と
っ
て
は
、
こ
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う
し
た
雇
用
形
態
の
多
様
化
は
当
局
の
管
理
に
困
難
を
増
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
が
、
当
局
は
こ
れ
を
容
認
し
た
。
な
ぜ
そ
れ

を
容
認
し
た
の
か
。
新
聞
社
自
身
に
よ
る
自
主
的
な
雇
用
形
態
の
変
化
は
む
し
ろ
当
局
に
と
っ
て
都
合
が
良
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
当
局
に
と
っ
て
は
依
然
と
し
て
財
政
的
に
部
分
的
な
補
助
を
行
っ
て
い
る
限
り
、
国
家
人
事
編
制
枠
内
の
人
事
に
対

し
て
は
保
障
し
な
い
と
い
け
な
い
側
面
が
あ
る
が
、
新
聞
社
に
よ
る
｢自
主
的
｣雇
用
に
対
し
て
は
そ
の
経
済
的
、
福
祉
的
保
障
責
任

を
新
聞
社
に
転
化
で
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
九
八
五
年
全
国
の
新
聞
社
の
従
業
員
は
一
〇
三
、
二
三
三
人
で
、
一
九
八
三
年
に
比

べ
五
八
・
三
％
も
増
加
し
て
い
た(
)。
18

二
〇
〇
三
年
中
国
最
大
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
『
新
浪
』
が
ネ
ッ
ト
上
で
行
っ
た
「
メ
デ
ィ
ア
従
業
員
の
仕
事
と
生
活
状
況
」
調
査
を

み
る
と
人
事
に
お
け
る
国
家
編
制(
)は
二
六
・
八
六
％
、
聘
用
全
職
（
招
聘
雇
用
）
が
六
四
・
一
五
％
、
退
職
者
の
再
雇
用
は
〇
・
三

19

八
％
、
合
作
者
（
非
常
勤
）
は
四
・
一
一
％
、
そ
し
て
兼
職
者
（
二
つ
以
上
の
職
に
付
く
）
が
四
・
四
九
％(
)と
い
う
結
果
で
あ
る
。

20

国
家
編
制
の
人
事
は
三
〇
％
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
国
家
編
制
の
人
事
枠
の
減
少
は
、
従
来
財
政
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
新
聞
従
業
者
と
国
家
の
直
接
的
な
関
係
の
破
綻
を

意
味
す
る
。
そ
こ
で
当
局
は
新
聞
の
言
論
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
、
管
理
の
制
度
化
を
通
じ
て
再
建
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

そ
の
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
主
に
党
機
関
紙
に
対
し
て
は
党
委
員
会
を
中
心
と
し
た
任
命
制
を
維
持
し
、
非
党
機

関
紙
に
お
い
て
は
主
要
責
任
者
の
研
修
の
義
務
化
を
新
聞
創
・
発
刊
の
際
の
条
件
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
導
入
し
た
。
ま
た
、
九
〇
年
代

以
降
は
『
記
者
証
』
の
発
行
と
更
新
制
度
を
も
っ
て
記
者
管
理
の
制
度
化
を
図
っ
た
。
そ
こ
で
以
下
で
、
さ
ら
に
く
わ
し
く
党
機
関

紙
と
非
機
関
紙
に
お
け
る
主
要
責
任
者
の
任
命
、
任
職
制
度
と
記
者
管
理
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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(一
)
党
機
関
紙
に
お
け
る
主
要
責
任
者
の
任
命
制
度

党
・
政
府
の
メ
デ
ィ
ア
に
は
行
政
ラ
ン
ク
と
同
等
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
新
聞
は
発
行
機
関
の
行
政
ラ
ン
ク
に
組
み
込

ま
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
ラ
ン
ク
付
さ
れ
た
。
即
ち
、
発
行
機
関
に
よ
っ
て
新
聞
社
の
行
政
ラ
ン
ク
が
決
め
ら
れ
、
ラ
ン
ク
の
高
い

新
聞
ほ
ど
権
威
が
大
き
い
。
従
っ
て
、
こ
の
ラ
ン
ク
に
応
じ
て
中
央
級
と
省
級
以
下
の
新
聞
の
主
要
責
任
者
の
任
命
制
度
や
審
査
機

関
な
ど
も
異
な
っ
て
く
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

中
国
の
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
最
高
管
理
機
関
は
「
中
共
中
央
宣
伝
部
（
中
央
政
治
局
に
直
属
）」（
以
下
中
宣
部
と
記
す
）
で
あ
る
。

通
常
、
宣
伝
部
長
は
中
央
政
治
局
委
員
、
中
央
書
記
処
書
記
を
兼
任
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
部
署
の
重
要
性
が
伺
え
る
。
こ
れ

を
最
頂
点
に
そ
の
下
部
機
関
と
し
て
各
省
、
自
治
区
、
直
轄
市
、
市
の
党
委
員
会
の
内
部
に
設
置
さ
れ
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
担
当
部
門

で
あ
る
宣
伝
部
が
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
直
接
な
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
大
き
な
権
限
を
も
つ
中
宣
部
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
主
要
責
任
者(
)の
任
命
権
（
解
任
権
）
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
五

21

〇
年
代
に
は
党
機
関
紙
の
編
集
長
は
上
級
党
委
員
会
の
委
員
が
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た(
)。
中
宣
部
は
重
要
な
メ
デ
ィ
ア
の
主

22

要
幹
部
の
任
命
や
異
動
を
審
査
し
、
許
可
す
る(
)。
例
え
ば
、
中
央
ラ
ン
ク
（
党
・
政
府
の
中
央
機
構
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
）
の
『
人

23

民
日
報
』
の
社
長
（
編
集
長
）
は
、
中
宣
部
の
審
査
を
経
て
組
織
部
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
。
ま
た
、
国
務
院
が
発
行
し
て
い
る
『
経

済
日
報
』
も
同
じ
く
中
宣
部
の
管
理
と
指
導
に
よ
り
主
要
責
任
者
が
決
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
党
機
関
紙
以
外
の
新
聞
に
対
し

て
は
上
級
主
管
部
門
の
党
委
員
会
が
審
査
し
任
命
す
る
と
同
時
に
宣
伝
部
に
報
告
し
記
録
に
載
せ
る
。

通
常
、
新
聞
の
ラ
ン
ク
は
発
行
機
関
の
そ
れ
よ
り
一
つ
下
で
あ
る(
)。
た
と
え
ば
、『
人
民
日
報
』
は
党
中
央
（
中
央
政
治
局
）
の
機

24

関
紙
で
あ
り
、
そ
の
行
政
ラ
ン
ク
は
中
央
省
庁
レ
ベ
ル
に
あ
た
る
。
す
な
わ
ち
、『
人
民
日
報
』
社
の
社
長
（
一
般
的
に
編
集
長
を
兼

任
）
は
正
部
級(
)の

官
僚
で
あ
り
、
大
臣
ク
ラ
ス
の
待
遇
を
受
け
る
。
こ
の
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア
は
官
僚
機
構
の
序
列
の
な
か
に
組
み

25
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込
ま
れ
、
そ
の
責
任
者
に
は
政
府
官
僚
と
同
等
の
政
治
的
・
経
済
的
待
遇
と
社
会
的
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、『
人
民

日
報
』
の
社
長
の
人
事
は
、
中
共
中
央
の
最
高
指
導
者
が
直
接
選
任
す
る
こ
と
が
多
く
、
共
産
党
中
央
の
組
織
部
と
中
央
宣
伝
部
が

合
同
で
審
査
し
、
中
央
組
織
部
が
任
命
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
中
央
党
・
政
府
機
関
、
省
・
中
央
各
部
委
員
会
（
部
長
ラ
ン
ク
）
を
発
行
機
関
と
す
る
新
聞
社
は
司
・
庁
・
局
長
ラ
ン
ク

に
相
当
し
、
さ
ら
に
各
省
の
党
政
機
関
（
庁
・
局
長
ラ
ン
ク
）
を
発
行
機
関
と
す
る
新
聞
社
は
、
県
・
処
長
ラ
ン
ク
に
相
当
す
る
。

た
と
え
ば
、
中
国
で
強
い
影
響
力
を
も
つ
南
方
日
報
グ
ル
ー
プ
の
『
南
方
日
報
』
は
中
共
広
東
省
委
員
会
の
機
関
紙
で
あ
り
、
南
方

日
報
社
は
「
正
庁
ラ
ン
ク
」
に
あ
た
る
。

こ
う
し
た
、
新
聞
に
お
け
る
官
僚
式
上
下
関
係
に
お
い
て
は
、
行
政
ラ
ン
ク
の
低
い
新
聞
は
ラ
ン
ク
の
高
い
新
聞
を
批
判
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
同
じ
行
政
ラ
ン
ク
の
党
書
記
・
委
員
会
に
対
し
て
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い(
)。
26

以
上
の
よ
う
に
、
中
央
級
党
機
関
紙
の
主
要
責
任
者
は
宣
伝
部
が
直
接
審
査
し
組
織
部
が
任
命
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
党
機
関
紙

に
お
い
て
は
新
聞
の
上
級
機
関
が
推
薦
、
任
命
し
中
央
宣
伝
部
に
報
告
し
登
記
す
る
。
で
は
、
党
機
関
紙
以
外
の
新
聞
に
お
け
る
主

要
責
任
者
の
管
理
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
み
て
み
よ
う
。

(二
)
非
機
関
紙
の
主
要
責
任
者
の
資
格
制
度

こ
こ
で
主
要
責
任
者
と
は
、
主
に
社
長
と
編
集
長
を
指
す
。
経
営
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
社
長
は
党
委
員
会
書
記
が
兼
任
す
る
場

合
が
多
く
、
編
集
長
は
報
道
に
対
す
る
監
督
責
任
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
、
非
機
関
紙
の
新
聞
は
党
機
関
紙
の
五
倍
近
く

に
上
っ
た
。
そ
の
た
め
、
党
機
関
紙
の
よ
う
な
組
織
的
人
事
管
理
は
非
機
関
紙
で
は
事
実
上
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
政

府
は
九
〇
年
代
以
降
は
非
機
関
紙
の
社
長
、
編
集
長
の
管
理
に
「
資
格
制
度
」
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
二
つ
の
内
容
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が
あ
る
。
一
つ
は
新
し
く
設
立
さ
れ
る
新
聞
社
の
社
長
、
編
集
長
に
就
任
す
る
に
際
し
て
の
研
修
制
度(
)で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
新
聞

27

社
、
雑
誌
社
の
社
長
、
編
集
長
の
任
職
条
件
を
定
め
た
（
以
下
、
一
九
九
五
年
規
定(
)）
規
定
に
基
づ
く
規
制
で
あ
る
。

28

ま
ず
、
研
修
制
度
か
ら
み
て
み
よ
う
。
一
九
九
四
年
に
始
ま
っ
た
研
修
制
度
は
、
ま
さ
に
非
機
関
紙
が
激
増
し
て
い
る
時
期
に
作

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
は
「
新
聞
等
が
正
確
な
出
版
方
向
や
出
版
方
針
を
堅
持
で
き
る
か
否
か
は
、
ま
ず
主
要
指
導
者

の
政
治
業
務
レ
ベ
ル
に
規
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
視
点
か
ら
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
新
聞
出
版
総
署
教
育
研
修
中
心
が
組
織
す
る
研

修
に
合
格
す
れ
ば
、
当
署
よ
り
『
開
業
前
培
訓
結
業
証
書
（
開
業
前
の
研
修
修
了
証
明
書
）』
が
発
行
さ
れ
る
。
こ
の
証
書
は
新
聞
登

録
を
行
う
際
の
許
可
基
準
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
新
し
く
創
・
発
刊
す
る
新
聞
社
の
社
長
、
編
集
長
に
な
る
に
は

上
記
の
研
修
修
了
証
明
書
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
一
九
九
五
年
規
定
で
は
、
新
聞
社
の
社
長
・
編
集
長
の
職
に
就
任
す
る
た
め
の
政
治
的
条
件
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
新
聞
社
の
社
長
、
編
集
長
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
教
養
と
政
策
レ
ベ
ル
を
有
し
、
高
度
な
責
任
感
と
良
好
な
職
業
道
徳
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
二
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
社
長
・
編
集
長
は
、「
中
国
的
特
色
の
あ
る
社
会
主
義
理
論
と
党
の

基
本
路
線
の
堅
持
」
が
求
め
ら
れ
、
さ
ら
に
、
新
聞
出
版
署
（
或
は
所
在
地
の
省
、
自
治
区
、
直
轄
市
の
新
聞
出
版
局
）
が
職
務
に

応
じ
て
研
修
目
的
で
主
催
す
る
様
々
な
会
議
に
参
加
し
、『
崗
位
培
訓
合
格
証
書
（
職
務
研
修
合
格
証
書
）』
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

そ
れ
に
加
え
て
、
新
聞
社
の
社
長
、
編
集
長
は
中
華
人
民
共
和
国
の
公
民
で
あ
り
、
主
管
、
主
弁
単
位
の
人
事
編
制
枠
内
の
人
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
刑
事
犯
罪
や
違
法
記
録
、
ま
た
重
大
な
行
政
紀
律
処
分
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
は
社
長
、
編
集
長
に
な
れ
な

い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
既
に
臨
時
停
刊
し
、「
整
頓
」（
再
建
）
し
て
い
る
新
聞
社
の
社
長
、
編
集
長
は
新
聞
出
版
管
理
部
門
に
よ
り

数
回
警
告
を
受
け
て
も
反
省
し
な
い
場
合
に
は
そ
の
職
を
辞
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
同
時
に
他
の
新
聞
社
の
社
長
、
編
集
長
に
赴
任
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す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
規
定
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
聞
社
の
幹
部
人
事
は
、
実
際
の
任
命
に
あ
た
っ
て
は
、
行
政
ラ
ン
ク
に
よ
り
多
少
異
な
る
取
り
扱
い
受
け
る
。
た

と
え
ば
、
処
ク
ラ
ス
及
び
そ
れ
以
下
の
責
任
者
の
場
合
は
、
新
聞
発
行
機
関
が
任
命
し
、
人
事
部
に
報
告
し
て
審
査
と
許
可
を
仰
ぐ
。

処
ク
ラ
ス
以
上
の
新
聞
社
の
責
任
者
に
つ
い
て
は
党
委
員
会
の
組
織
部
に
よ
る
審
査
を
経
て
適
格
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
人
事
部
門

と
合
同
で
任
命
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
当
地
の
宣
伝
部
門
に
、
候
補
者
の
「
政
治
的
信
頼
性
」
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

さ
ら
に
、
新
聞
社
に
対
し
て
登
録
許
可
の
免
許
更
新
を
審
査
す
る
際
に
は
社
長
、
編
集
長
に
対
し
て
も
審
査
を
行
い
、
前
述
の
条

件
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
新
聞
発
行
の
た
め
の
免
許
更
新
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
事
制
度
を
み
る
と
、
党
機
関
紙
は
お
ろ
か
非
機
関
紙
に
お
い
て
も
そ
の
責
任
者
を
党
や
政
府
へ
従
属
さ
せ
る
こ
と

で
体
制
内
に
組
込
み
た
い
と
い
う
ね
ら
い
が
浮
か
び
上
が
る
。
当
局
は
こ
う
し
た
人
事
権
を
握
る
こ
と
で
新
聞
等
メ
デ
ィ
ア
に
対
す

る
指
導
的
立
場
を
確
固
た
る
も
の
に
し
て
い
る
。

(三
)
記
者(
)管
理
へ
の
強
化

29

一
九
九
〇
年
代
以
降
に
は
新
聞
の
主
要
責
任
者
に
対
す
る
管
理
強
化
の
み
で
は
な
く
、
一
般
の
記
者
へ
の
管
理
も
制
度
的
に
強
化

さ
れ
た(
)。
そ
の
背
景
に
は
、
新
聞
が
公
費
購
読
か
ら
私
費
購
読
へ
と
転
換
す
る
よ
う
に
な
り
、
記
者
の
給
料
や
福
祉
な
ど
が
新
聞
の

30

発
行
部
数
、
新
聞
社
の
経
営
の
状
況
と
直
接
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
新
聞
が
社
会
的
に
話
題
性
の
あ
る
報
道
や
権
力
の
腐
敗
等
国
民

が
関
心
を
持
つ
問
題
、
公
衆
衛
生
問
題
、
そ
し
て
時
に
は
当
局
の
宣
伝
紀
律
の
許
す
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
エ
ッ
ジ
・
ボ
ー
ル

報
道(
)を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
状
況
を
め
ぐ
る
変
化
が
あ
る
。
ま
た
、
八
〇
年
代
末
か
ら
の
記
者
雇
用
制
度
の
変
化

31
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に
よ
り
新
聞
社
が
、
従
来
の
年
功
序
列
型
賃
金
シ
ス
テ
ム
を
変
更
し
て
成
果
主
義
給
料
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
も
こ
れ
に
輪
を
か
け

た
。こ

う
し
た
変
化
が
、
当
局
の
一
番
警
戒
し
て
い
る
様
々
な
報
道
を
生
み
出
し
た
。
こ
れ
が
当
局
の
記
者
管
理
の
強
化
を
招
く
契
機

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
記
者
管
理
問
題
の
検
討
に
入
る
前
提
と
し
て
八
〇
年
代
に
お
け
る
全
国
新
聞
職
称
改
革
工
作
指
導
班

に
よ
る
編
集
者
・
記
者
に
対
す
る
ラ
ン
ク
付
け
を
み
よ
う
（
表
三
）。

こ
の
よ
う
に
、
記
者
、
編
集
者
は
一
定
の
条
件
に
よ
り
四
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
け
ら
れ
、
レ
ベ
ル
が
高
い
ほ
ど
給
料
も
社
会
的
地
位

も
高
い
。
教
授
職
称
に
相
当
す
る
高
級
記
者
、
編
集
者
の
数
は
限
ら
れ
、
全
国
記
者
の
約
五
％
し
か
占
め
ず
、
ほ
と
ん
ど
中
央
レ
ベ

ル
の
新
聞
社
に
集
中
し
て
い
る
。

こ
の
査
定
の
た
め
、
各
省
、
自
治
区
、
直
轄
市
及
び
各
報
道
機
関
は
、
報
道
専
門
職
務
評
価
審
査
委
員
会
（
評
審
委
員
会
）
を
設

立
し
報
道
専
門
職
務
の
評
価
と
審
査
を
担
当
す
る
。
評
審
委
員
会
の
委
員
は
報
道
業
務
の
責
任
者
が
指
名
す
る
か
報
道
専
門
人
が
推

薦
し
、
行
政
指
導
者
が
許
可
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
二
〇
〇
五
年
三
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
「
報
道
記
者
証
管
理
弁
法
」（
以
下
、
二
〇
〇
五
年
弁
法
と
記
す
）
に
よ
る
と
記
者
の

資
格
証
明
書
と
し
て
発
行
さ
れ
る
「
記
者
証
」
は
新
聞
出
版
総
署
で
一
括
し
て
作
成
し
配
布
す
る
、
と
定
め
て
い
る(
)。

具
体
的
に
は
、

32

中
央
ラ
ン
ク
機
関
が
運
営
し
て
い
る
報
道
機
関
に
対
し
て
は
主
管
部
門
が
所
属
す
る
報
道
機
関
の
記
者
資
格
の
条
件
を
審
査
し
た
う

え
、
新
聞
出
版
総
署
に
申
請
し
、
新
聞
記
者
証
を
発
行
し
て
も
ら
う
。
省
と
省
級
以
下
の
機
構
の
運
営
す
る
報
道
機
関
の
場
合
は
、

所
在
地
の
省
、
自
治
区
、
直
轄
市
の
新
聞
出
版
行
政
に
申
請
し
、
報
道
記
者
証
を
受
取
る
が
、
省
、
自
治
区
、
直
轄
市
の
新
聞
出
版

行
政
部
門
は
新
聞
出
版
総
署
に
報
告
し
そ
の
記
録
を
載
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

記
者
証
の
有
効
期
間
は
報
道
機
関
の
人
事
編
制
内
の
記
者
の
場
合
は
五
年
で
、報
道
機
関
が
雇
用
し
て
い
る
非
編
制
内
の
記
者（
契
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高　級　職　務

主任記者/編集者 記者/編集者 助理記者/編集者高級記者/編集者

中級職務 初級職務

基
本
条
件

具
体
的
条
件

職　
　
　

責

主任記者、主任編
集暦５年以上

①高いマルクス・
レーニン主義、毛
沢東思想の理論レ
ベルと政策能力を
有すること
②マルクス・レー
ニン主義理論を運
用し報道工作の実
践と報道理論の研
究を指導し、一定
の数と論著がある
こと
③報道工作経験が
豊かで、業務にお
ける重大問題の解
決ができ、報道界
で一定影響力を有
すること
④報道事業の発展
と報道隊伍の建設
に貢献のあること
⑤一つ以上の外国
語を熟知すること
党の路線、方針、
政策に基づいて一
定時期の宣伝報道
計画を制定し宣伝
報道の効果を検査
すること；重要原
稿を執筆、修正、
審査し；重大な取
材・編集を指導し
；調査研究を行い、
新状況と問題につ
いて中央に重要な
参考材料と意見を
提供し；新聞理論
を研究、指導し、
専門人材を育成し、
報道工作隊伍を建
設すること

宣伝報道方針を正
確に掌握し、宣伝
報道計画を制定し
；原稿の審査と原
稿の質を確保する
こと；調査研究を
行い、重要原稿の
取材と編集、重要
言論の執筆；取材
・編集活動を組織
と指導し、取材、
編集活動で起きた
問題を解決し、報
道工作建研を総括
し、報道専門人員
を育て、報道隊伍
の建設を強化

単独で取材、編集
を行い、報道業務
の経験と教訓をま
とめ、助理記者、
助理編集者の報道
業務活動を指導す
る

記者、編集者の指
導のもと、報道原
稿、番組の取材・
編集の任務を完成
すること

①マルクス・レー
ニン主義、毛沢東
思想の基礎理論と
一定政策能力があ
ること
②系統的な報道の
基礎理論、専門知
識と科学文化知識
を有し、従事する
報道領域の基本状
況に詳しいこと
③取材、編集業務、
専門技能を掌握し
各種報道ジャンル
の原稿と番組の取
材、編集に詳しく、
比較的高いレベル
の作文能力がある
こと
④一外国語の取得

①マルクス・レー
ニン主義、毛沢東
思想の基礎理論を
掌握し、党の方針、
政策を理解するこ
と
②報道に関する基
礎理論と科学文化
知識を系統的に勉
強済みであること
③取材、編集業務
と専門的な技能を
掌握し、一定の作
文能力を有するこ
と
④一つの外国語が
初歩的にできるこ
と

記者、編集者暦五
年以上又は博士学
位取得者は記者、
編集者暦二年以上
であること

助理記者、助理編
集歴四年以上、修
士学位取得者は二
年以上、博士学位
取得者以下の条件

大学卒業後一年間
の研修期間満了或
は修士学位、第二
学士学位の取得者

①相当なマルクス
・レ－ニン主義、
毛沢東思想理論レ
ベルと政策能力を
有すること
②系統的な報道理
論、専門知識と科
学文化知識を習得
し、報道専門の一
分野において研究
と、一定レベルの
論著があること
③報道工作に比較
的豊富な経験を有
し、取材、編集工
作における問題の
解決ができ、工作
成績が顕著である
こと
④一つの外国語を
熟知すること

、、、

出所：『中国新聞年鑑』1987年（p.501）に基づき筆者作成。

表3 新聞専業人員職務試行条例（全国新聞職称改革工作領導小組1986年2月）



約
記
者
・
臨
時
記
者
等
）
の
記
者
証
の
有
効
期
限
は
そ
の
契
約
年
数
と
同
等
年
数
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
記
者
証
に

対
し
て
も
年
度
審
査
制
度
、
い
わ
ゆ
る
「
更
新
制
度
」
が
設
け
ら
れ
、
審
査
を
ク
リ
ア
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
発
行
機
構
に
よ
り

登
録
事
項
を
取
り
消
さ
れ
、
記
者
資
格
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

三
、
重
層
的
な
報
道
規
制
の
構
造

報
道
規
制
は
、
大
き
く
事
前
規
制
と
事
後
規
制
、
そ
し
て
自
主
規
制(
)に
分
け
ら
れ
る
。
先
進
諸
国
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
報
道
規

33

制
は
段
階
的
に
登
場
し
た
。
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
絶
対
王
制
期
か
ら
の
言
論
規
制
は
事
前
規
制
を
主
と
し
、
事
後
処
罰
を
併

用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
市
民
革
命
後
、
言
論
の
自
由
が
主
張
さ
れ
る
に
し
た
が
い
、
事
前
規
制
は
減
少
し
事
後
処
罰
に
一
元
化

さ
れ
る
と
と
も
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
大
衆
社
会
状
況
の
現
出
と
メ
デ
ィ
ア
の
多
様
化
、
増
大
に
と
も
な
い
自
主
規
制
が
台
頭
、

支
配
化
し
て
く
る
と
い
う
経
緯
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
中
国
の
場
合
に
は
一
気
に
現
れ
、
重
層
的
な
構
造
を
持
っ
て
機
能
し
て
い

る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
前
規
制
と
事
後
的
追
跡
管
理
体
制
の
整
備
・
強
化
、
そ
し
て
業
界
内
部
に
よ
る
処
罰
制
度

を
梃
子
と
し
た
「
自
主
規
制
」
が
並
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(一
)
報
道
に
対
す
る
事
前
的
規
制

事
前
的
規
制
と
は
発
行
前
の
検
閲
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
言
わ
せ
な
い
」
消
極
的
な
規
制
と
「
言
わ
せ
る
」
積
極
的
な
規
制
が
あ

る
。
消
極
的
な
規
制
と
は
、
党
や
政
府
の
路
線
へ
の
批
判
、
政
策
の
失
敗
の
指
摘
の
禁
止(
)な
ど
を
さ
す
。

34

こ
の
規
制
は
、
ま
ず
新
聞
発
行
の
際
の
登
録
許
可
制
や
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
四
つ
の
基
本
原
則
の
堅
持(
)と

い
う
形
で
行
わ
れ
る
。

35
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一
党
制
を
と
る
中
国
で
は
、
党
の
路
線
、
政
策
に
背
く
報
道
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
新
聞
は
自
由
な
発
行
で
は
な
く
許

可
制
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
八
〇
年
代
以
前
の
新
聞
管
理
は
、
主
に
各
ラ
ン
ク
の
党
委
員
会
が
直
接
か
つ
随
時
組
織
的
、
政
治
的
指

導
を
行
っ
て
い
た(
)。

こ
う
し
た
発
行
許
可
制
の
開
始
は
、一
九
四
八
年
に
遡
る
が
、と
り
わ
け
一
九
五
二
年
メ
デ
ィ
ア
の
系
統
化「
整

36

頓
」
を
契
機
に
二
月
に
新
聞
出
版
総
署
（
一
九
五
〇
年
発
足
）
が
撤
廃
さ
れ
、
メ
デ
ィ
ア
は
党
の
宣
伝
部
に
統
轄
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
十
二
月
に
は
メ
デ
ィ
ア
管
理
が
党
中
央
宣
伝
部
の
権
限
に
属
す
る
こ
と
が
決
定(
)さ
れ
て
以
後
確
立
し
た
。

37

し
か
し
、
経
済
改
革
が
始
ま
っ
た
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
個
人
が
資
金
を
集
め
て
自
ら
編
集
部
を
創
り
、
政

府
部
門
や
社
会
団
体
か
ら
「
刊
号
（
発
刊
コ
ー
ド
）」(
)を
借
り
て
、
新
聞
を
発
行
す
る
現
象
が
現
れ
た
。
新
聞
は
「
刊
号
」
所
有
団
体

38

に
一
定
の
金
額
を
納
め
新
聞
を
発
行
し
、
比
較
的
に
自
主
的
に
経
営
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
制
度
的
に
個
人
は
新
聞
の

創
・
発
刊
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
正
式
な
登
録
許
可
を
得
な
い
と
「
刊
号
」
が
与
え
ら
れ
ず
、
合
法
的
な
新
聞
発
行
が
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
慣
行
は
、
当
局
か
ら
す
れ
ば
ま
さ
に
違
法
行
為
に
な
り
、
当
局
が
実
施
し
て
い
る
新
聞
の
創
・
発
刊
の

登
録
許
可
制
は
有
名
無
実
と
な
っ
た
。

そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
、
九
〇
年
代
に
入
り
、
新
聞
の
創
・
発
刊
の
際
に
「
主
管
単
位
」
と
「
主
弁
単
位
（
発
行
元
）」
の
義
務

を
明
確
に
す
る
規
定(
)が
登
場
し
た
。
新
聞
社
と
主
管
単
位
、
主
弁
単
位
の
関
係
を
指
導
と
被
指
導
の
関
係
に
編
成
し
、
統
制
を
復
活

39

し
よ
う
と
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
主
管
単
位
は
、
党
や
政
府
系
統
の
党
委
員
会
、
政
府
、
労
働
組
合
、
社
会
団
体
又
は
党
や
政
府
が

指
定
し
た
組
織
で
あ
る
。
新
聞
を
発
行
し
た
い
個
人
・
団
体
は
こ
う
し
た
主
管
・
主
弁
単
位
を
見
つ
け
な
い
限
り
申
請
資
格
を
も
た

な
い
。
両
者
の
関
係
は
、
主
管
単
位
は
新
聞
社
の
創
刊
申
請
時
の
申
請
者
で
あ
り
、
同
時
に
当
該
新
聞
社
の
主
弁
単
位
の
上
級
主
管

部
門
で
あ
る
。
ま
た
、
主
弁
単
位
は
新
聞
社
の
上
級
指
導
部
門
で
あ
る
の
で
、
三
者
は
指
導
と
被
指
導
の
上
下
関
係
に
あ
る
。
ま
た
、

主
弁
単
位
の
業
務
範
囲
は
新
聞
社
の
そ
れ
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
主
弁
単
位
と
新
聞
社
は
同
じ
都
市
或
は
同
じ
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「
行
政
区
域
内
」
に
あ
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
同
一
行
政
区
域
」
と
い
う
条
件
は
非
常
に
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

そ
れ
ぞ
れ
地
域
ご
と
に
指
導
機
関
を
お
く
こ
と
に
よ
り
日
常
的
な
管
理
強
化
を
確
保
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
従
来
党
委
員
会
が
直
接
行
っ
て
い
た
管
理
が
物
理
的
に
不
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
る
な
か
、
新
聞
社
の
設
立
の
申
請

時
に
、
主
管
単
位
と
主
弁
単
位
の
必
要
性
を
義
務
付
け
、
主
管
単
位
と
主
弁
単
位
の
管
理
を
強
化
し
、
党
や
政
府
に
よ
る
随
時
可
能

な
直
接
的
な
管
理
と
間
接
管
理
機
関
の
明
確
化
を
通
じ
て
両
方
を
充
実
さ
せ
、
新
聞
に
対
す
す
る
全
体
的
な
管
理
を
強
化
し
よ
う
と

い
う
動
き
が
起
こ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
消
極
的
規
制
に
対
し
、
積
極
的
な
規
制
は
、
特
に
近
年
は
党
や
政
府
と
直
接
関
係
の
な
い
災
害
な
ど
に
つ
い
て
は

積
極
的
な
報
道
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
通
じ
て
む
し
ろ
党
や
政
府
の
役
割
を
大
い
に
宣
伝
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
る
形
で
現
れ
て
い
る
。

積
極
的
規
制
の
典
型
は
、
先
述
し
た
今
年
五
月
の
四
川
大
地
震
報
道
に
み
ら
れ
る
。
従
来
は
こ
の
よ
う
な
災
害
報
道
は
社
会
的
混
乱

を
招
く
と
い
う
点
か
ら
大
き
く
報
道
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
は
連
日
速
報
の
形
式
で
テ
レ
ビ
も
新
聞
も
大
い
に

報
道
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
近
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
情
報
通
信
技
術
の
普
及
に
よ
り
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

情
報
の
遮
断
が
困
難
を
極
め
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
当
局
は
た
だ
情
報
隠
蔽
を
行
う
よ
り
党
や
政
府
の
指
導
者
の
被
災
地
で

の
活
動
を
積
極
的
に
報
道
し
、「
オ
ー
プ
ン
」
な
党
や
政
府
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
、
国
民
の
信
頼
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
ま
さ
に

｢党
や
政
府
の
正
当
性
｣の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

(二
)
事
後
的
規
制
―
追
跡
チ
ェ
ッ
ク
体
制
―

新
聞
発
行
後
に
行
わ
れ
る
「
閲
読
・
審
査
制
度
」
は
、
事
前
規
制
と
異
な
り
事
後
的
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
制
度
で
あ
る
。「
新
聞
出
版

管
理
の
強
化
に
関
す
る
規
定
の
再
通
知
」(
)、「

小
報
・
小
刊
に
対
す
る
審
査
の
強
化
」(
)や

「
社
会
文
化
生
活
類
の
新
聞
の
管
理
強
化
」(
)、

40

41
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国
家
図
書
館
へ
の
新
聞
の
サ
ン
プ
ル
の
納
付
の
義
務
付
け(
)等
が
こ
れ
に
当
る
。

43

現
在
、
こ
の
制
度
は
党
・
政
府
が
新
聞
報
道
に
対
し
て
審
査
を
行
う
主
要
か
つ
日
常
的
な
形
式
で
あ
る
。
政
府
は
中
央
、
省
、
自

治
区
な
ど
行
政
レ
ベ
ル
ご
と
に
審
査
・
閲
読
機
構
を
設
立
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
中
央
宣
伝
部
の
閲
読
審
査
班
は
全
国
で
影
響
力
の

あ
る
中
央
、
地
方
の
五
十
社
余
の
新
聞
・
定
期
刊
行
物
の
閲
読
審
査
を
行
い
、
各
省
、
自
治
区
で
は
行
政
管
轄
内
の
新
聞
の
閲
読
審

査
を
行
う
。「
閲
読
審
読
」
と
は
、
ま
さ
に
読
み
な
が
ら
審
査
す
る
こ
と
を
通
じ
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
を
指
す
。
こ
の
制
度
は
一
九

八
八
年
新
聞
出
版
署
に
よ
り
発
布
さ
れ
た
「
新
聞
、
定
期
刊
行
物
、
図
書
の
審
読
工
作
の
強
化
に
関
す
る
通
知
」(
)に
よ
っ
て
全
面
的

44

に
開
始
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
｢小
報
小
刊
｣
(
)の
審
読
が
、
二
〇
〇
一
年
に
は
新
聞
と
定
期
刊
行
物
の
審
読
工
作

45

の
強
化
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
の
形
式
は
｢三
審
制
｣
(
)と
「
三
校
一
読
」
制
度
で
あ
る
。

46

具
体
的
に
は
、
閲
読
審
査
の
専
門
員
の
配
置
と
閲
読
結
果
に
関
す
る
報
告
制
度
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
専
門
員
は
、
主
に
出

版
管
理
部
門
の
職
員
と
新
聞
報
道
機
関
や
宣
伝
部
門
の
退
職
者
で
構
成
さ
れ
る
と
い
う
。
新
聞
出
版
署
で
は
属
す
る
司
（
署
の
一
部

署
）
に
三
人
以
上
の
閲
読
審
査
を
担
当
す
る
専
門
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
各
新
聞
の
審
読
意
見
を
受
け
付
け
、
署
長
（
或
は
指
定
さ
れ

た
副
署
長
）
に
報
告
す
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
中
央
級
の
審
査
班
は
、
閲
読
審
査
の
状
況
を
一
部
党
・
政
府
部

門
と
メ
デ
ィ
ア
指
導
者
の
み
が
閲
読
可
能
な
《
輿
情
動
態
》
に
掲
載
す
る(
)。
47

さ
ら
に
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
特
に
学
術
理
論
、
時
事
政
治
、
文
学
芸
術
、
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
の
閲
読
審
査
に
重
点
を
お
く
こ
と

が
強
調
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
一
年
に
は
そ
の
内
容
と
制
度
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
て
い
る
。
審
読
制
度
の
特
徴
は
、
一
つ
は
、

審
査
に
お
い
て
一
般
審
査
と
重
点
審
査
、
系
統
的
な
審
査
と
専
門
的
な
問
題
に
対
す
る
審
査
、
書
面
審
査
と
報
道
機
関
に
出
向
く
審

査
を
結
合
す
る
な
ど
、
多
様
な
閲
読
形
式
を
推
進
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
全
国
レ
ベ
ル
で
の
審
査
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

作
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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具
体
的
に
は
、
新
聞
出
版
総
署
の
指
導
者
の
中
で
一
人
を
審
査
工
作
に
当
て
、
審
査
班
を
つ
く
り
、
署
内
の
新
聞
と
雑
誌
を
管
理

す
る
部
署
は
全
国
の
新
聞
出
版
系
統
の
審
査
工
作
を
指
導
す
る
。
各
省
ラ
ン
ク
に
お
い
て
も
同
様
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
要
求
さ
れ

る
。さ

ら
に
、
新
聞
の
主
管
・
主
弁
単
位
は
毎
期
の
新
聞
が
発
行
さ
れ
て
か
ら
閲
読
作
業
を
行
い
、
そ
の
状
況
を
随
時
新
聞
出
版
管
理

部
門
に
報
告
し
、
各
新
聞
社
は
自
社
の
新
聞
に
対
し
、
チ
ェ
ッ
ク
し
問
題
が
発
覚
し
た
場
合
は
直
ち
に
主
管
・
主
弁
単
位
と
所
属
行

政
区
域
の
新
聞
出
版
管
理
部
門
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
社
の
誤
り
を
自
ら
告
発
し
た
場
合
に
は
寛
大
に
処
罰
す
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。

三
番
目
の
特
徴
は
、
閲
読
審
査
に
お
け
る
経
費
と
機
構
、
人
事
編
制
の
た
め
に
必
要
な
環
境
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
一
九
八
八
年
の
審
査
に
関
す
る
規
定
を
さ
ら
に
充
実
化
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
審
査
に
関
す
る
経
費
に
つ
い
て
行
政
補
助
金

或
は
そ
の
他
の
方
法
で
専
門
的
な
予
算
を
設
け
、
審
査
工
作
に
あ
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
、
審
査
機
構
と
そ
の
人
事
に
つ
い

て
は
、
事
業
人
事
枠
を
申
請
さ
せ
る
可
能
性
も
示
唆
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
新
聞
を
は
じ
め
雑
誌
、
図
書
に
対
す
る
当
局
の
閲
読
審

査
に
対
す
る
重
視
度
が
伺
わ
れ
る
。

(三
)
「
自
主
規
制
」
の
構
図

以
上
の
よ
う
な
新
聞
社
の
免
許
制
と
記
者
資
格
証
の
更
新
制
度
の
事
前
的
・
事
後
的
チ
ェ
ッ
ク
体
制
が
新
聞
の
「
自
主
規
制
」
を

強
め
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
そ
れ
に
加
え
て
自
主
規
制
を
促
す
制
度
と
し
て
警
告
制
度
を
検
討
し
て
お
き
た

い
。こ

の
｢警
告
制
度
｣
(
)で

は
、
新
聞
等
出
版
物
に
対
す
る
警
告
の
状
況
を
中
央
宣
伝
部
新
聞
局
主
弁
の
『
内
部
通
信
』
に
掲
載
し
、
報

48
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道
出
版
系
統
に
お
い
て
は
公
布
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
一
年
に
三
回
警
告
を
受
け
た
新
聞
、
雑
誌
に
対
し
て
新
聞
出

版
署
は
休
業
「
整
頓
」
の
行
政
処
罰
を
下
し
、
当
該
新
聞
、
雑
誌
の
主
管
部
門
は
そ
の
編
集
長
或
は
社
長
、
直
接
の
責
任
者
に
必
要

な
行
政
処
分
を
行
う
。
ま
た
、
休
業
・「
整
頓
」
後
、
新
た
に
紀
律
違
反
な
ど
が
発
生
し
た
り
、
世
論
誘
導
に
お
い
て
著
し
い
錯
誤
が

生
じ
た
場
合
、
新
聞
出
版
署
は
当
該
新
聞
、
雑
誌
の
発
行
を
禁
止
す
る
。
さ
ら
に
、
一
つ
の
省
、
自
治
区
、
直
轄
市
に
お
い
て
一
年

以
内
に
二
つ
以
上
の
新
聞
社
が
中
宣
部
、
新
聞
出
版
総
署
よ
り
停
刊
命
令
を
受
け
た
場
合
、
次
の
年
度
に
は
新
し
い
新
聞
の
増
加
は

認
め
ら
れ
な
い
し
、
既
存
の
新
聞
の
名
前
の
変
更
な
ど
も
許
可
さ
れ
な
い(
)の
で
あ
る
。

49

し
か
も
、
こ
の
制
度
は
、
免
許
更
新
制
度
と
リ
ン
ク
し
て
大
き
な
力
を
発
揮
す
る
。
党
や
政
府
に
よ
る
警
告
、
処
分
等
を
受
け
た

新
聞
は
、そ
の
程
度
に
よ
り
新
聞
の
免
許
更
新
を
認
め
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
の
場
合
は
直
ち
に
非
合
法
新
聞
の
扱
い
と
な
り
、

い
つ
で
も
取
締
ま
り
の
対
象
と
な
る
。
新
聞
の
更
新
制
度
は
そ
の
存
続
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
た
め
、こ
う
し
た
警
告
―
更
新
制
は
、

新
聞
社
に
よ
る
日
常
的
な
「
自
主
規
制
」
を
促
す
効
果
を
も
つ
の
で
あ
る
。

特
に
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
う
し
た
新
聞
、
雑
誌
に
対
す
る
警
告
は
一
般
新
聞
等
で
は
一
切
報
道
さ
れ
な
い
が
メ
デ
ィ

ア
業
界
の
内
部
で
流
通
し
て
い
る
出
版
物
に
お
い
て
は
積
極
的
に
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
業
界
内

に
お
け
る
「
潜
在
的
な
規
制
基
準
」
を
作
り
、
新
聞
等
が
報
道
に
お
い
て
自
ら
の
足
を
縛
っ
て
し
ま
う
「
自
主
規
制
」
を
強
化
す
る

と
い
う
効
果
も
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
責
任
の
多
層
化
構
造
を
作
る
こ
と
で
、
規
制
の
重
層
化
の
目
的
を
達
す
る
の
で
あ
る
。

事
後
的
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
り
問
題
が
発
覚
し
た
場
合
、
記
者
、
編
集
長
の
更
迭
、
解
雇
、
さ
ら
に
新
聞
社
の
閉
鎖
等
処
罰
が
行
わ
れ

る
こ
と
は
日
本
に
は
よ
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
事
実
は
中
国
国
内
で
は
報
道
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
専
ら
「
内
部

ニ
ュ
ー
ス
」
と
し
て
新
聞
社
に
配
布
さ
れ
る
の
で
、
報
道
機
関
の
「
自
主
規
制
」
を
強
化
す
る
の
で
あ
る
。
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小
括
―
新
聞
の
言
論
に
対
す
る
管
理
の
特
質
―

以
上
の
よ
う
な
九
〇
年
代
に
整
備
さ
れ
た
新
聞
管
理
の
構
造
の
も
と
で
、
実
際
に
言
論
に
対
し
て
い
か
な
る
規
制
が
行
わ
れ
て
い

る
か
、
そ
の
詳
細
を
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
。
別
稿
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
規
制
の
重
要
な
特
徴
を
以
下
に
ま

と
め
て
お
こ
う
。

新
聞
管
理
規
制
の
特
徴
は
第
一
に
、「
重
点
式
」
規
制
で
あ
る
。
党
機
関
紙
と
非
機
関
紙
、
有
名
な
全
国
紙
と
地
方
紙
は
そ
の
重
要

度
に
従
っ
て
区
分
さ
れ
管
理
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
人
事
管
理
は
勿
論
、
閲
読
審
査
に
お
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。

第
二
は
、
管
理
の
制
度
化
と
分
業
で
あ
る
。
改
革
以
前
は
専
ら
党
委
員
会
に
よ
る
管
理
で
あ
っ
た
が
、
八
〇
年
代
末
か
ら
は
党
と

政
府
の
内
で
役
割
分
担
化
が
目
立
つ
。
党
の
役
割
を
重
大
な
政
策
、
政
治
的
方
向
性
の
制
定
や
人
事
権
な
ど
に
集
中
・
強
化
さ
せ
、

業
界
管
理
や
登
録
許
可
制
の
具
体
的
な
実
施
、
更
新
制
度
等
は
政
府
部
門
の
新
聞
出
版
総
署
が
担
当
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
の
合
理

化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
前
述
し
た
規
制
以
外
に
も
報
道
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
「
重
大
事
件
・
政
策
に
対
し
て
は
新
華
社
の
「
通
稿
」(
)を

使
用

50

し
な
い
と
い
け
な
い
」
(
)、「
批
判
報
道
を
す
る
際
に
は
批
判
す
る
相
手
に
原
稿
を
み
せ
、
そ
の
信
憑
性
を
確
認
し
な
い
と
い
け
な
い
」
(
)、

51

52

「
共
産
党
幹
部
の
活
動
に
関
わ
る
報
道
方
針
」(
)や
文
化
大
革
命(
)、
ソ
連
な
ど
特
定
テ
ー
マ(
)に
関
す
る
報
道
指
針
な
ど
、
党
や
行
政
部

53

54

55

門
か
ら
随
時
指
示
が
出
さ
れ
る
。

ま
さ
に
新
聞
管
理
体
制
は
、
法
的
規
制
、
政
策
的
な
指
示
、
行
政
的
規
制
、
ミ
ニ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
規
範
と
な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
な
ど
を
含
む
、
複
合
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
段
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
る(
)。
56
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
新
聞
報
道
に
お
け
る
宣
伝
紀
律
が
未
だ
に
そ
の
ま
ま
効
力
を
有
し
て
い
る
の
み

で
は
な
く
度
々
当
局
に
よ
り
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
近
年
当
局
に
よ
り
報
道
内
容
に
対
し
て
繰
り
返
し
管
理
を
強
化

す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
も
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
み
る
と
、
当
局
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
体
制
は
必
ず
し
も
有
効
に
機
能
し
て
い
な
い

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
当
局
は
規
制
を
弱
め
る
姿
勢
を
全
く
み
せ
て
い
な
い
。
逆
に
、
商
業
主
義
、
市
場
化
、
産
業
化

が
新
聞
業
界
内
に
浸
透
す
る
ほ
ど
、
今
後
そ
の
強
化
が
予
想
さ
れ
、
そ
の
軋
轢
も
ま
す
ま
す
表
面
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
国
の

新
聞
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
時
期
に
入
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
多
様
な
規
制
が
九
〇
年
代
以
降
に
集
中
的
に
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
八
〇
年
代
か
ら
始
ま
る

新
聞
の
市
場
志
向
が
、
従
来
の
一
元
的
な
新
聞
管
理
を
破
綻
さ
せ
、
ま
た
当
局
の
新
聞
管
理
に
と
っ
て
は
大
き
な
壁
と
し
て
立
ち
は

だ
か
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
当
局
の
新
聞
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
強
化
が
新
聞
の
自
主
的
発
展
の
障
碍
と
な
り
、「
同
床
異
夢
」
が

維
持
で
き
な
い
場
合
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
矛
盾
と
軋
轢
が
強
く
な
る
と
予
測
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で

は
な
い
。
い
ま
、
中
国
の
多
く
の
人
気
新
聞
は
、
最
初
の
幾
つ
か
の
版
面
は
社
会
主
義
を
唱
え
て
お
り
、
そ
の
他
の
紙
面
は
資
本
主

義
を
主
張
し
て
い
る
と
も
指
摘
さ
れ
る(
)。

し
か
し
、
繰
り
返
し
強
調
し
た
よ
う
に
、
当
局
は
新
聞
を
含
む
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
指
導

57

と
関
与
を
弱
め
る
こ
と
な
く
、
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
方
法
は
巧
み
に
進
化
し
て
い
る
。

中
国
の
政
治
に
は
伝
統
的
に
「
上
に
政
策
あ
れ
ば
、
下
に
対
策
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
が
、
新
聞
の
管
理
強
化
に
は
い
か
な
る
対

策
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
検
討
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題(
)に
し
た
い
。

58

（
注
）

(1
)
唐
亮
『
変
貌
す
る
中
国
政
治
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
石
塚
迅
『
中
国
に
お
け
る
言
論
の
自
由
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
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四
年
。

(2
)
西
菇
「
中
国
の
メ
デ
ィ
ア
管
理
体
制
と
報
道
改
革
」『
国
際
広
報
メ
デ
ィ
ア
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
〇
〇
四
年
。

(3
)
元
人
民
日
報
の
社
長
、
元
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
委
員
、
中
国
新
聞
学
会
連
合
会
会
長
で
あ
っ
た
。
八
〇
年
代
に
は
党
内

改
革
派
と
し
て
報
道
の
自
由
を
求
め
る
。
天
安
門
事
件
以
降
九
〇
年
全
人
代
代
表
、
同
常
務
委
員
会
委
員
、
同
教
育
科
学
衛
生
委
員
会

副
主
任
委
員
を
罷
免
さ
れ
る
。
な
お
、
二
〇
〇
五
年
の
『
氷
点
事
件
』
の
際
に
は
『
中
国
青
年
報
』
の
李
大
同
編
集
主
幹
を
全
面
的
に

支
持
し
た
人
物
で
あ
る
。

(4
)
何
舟
「
従
喉
舌
到
党
営
輿
論
公
司
：
中
共
党
報
的
変
化
」
何
舟

陳
懐
林
編
著
『
中
国
伝
媒
新
論
』（
香
港
）
太
平
洋
世
紀
出
版
有
限

会
社
一
九
九
八
年
、
六
六
頁
。

(5
)
唐
亮
『
変
貌
す
る
中
国
政
治
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
八
七
頁
。

(6
)
唐
緒
軍
著
『
報
業
経
済
与
報
業
経
営
』
新
華
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
一
二
頁
。

(7
)
『
中
国
新
聞
年
鑑
』
一
九
八
七
年
。

(8
)
新
聞
出
版
署
・
国
家
工
商
行
政
管
理
局
「
関
于
報
社
、
期
刊
社
、
出
版
社
開
展
有
償
服
務
和
経
営
活
動
的
暫
行
弁
法
」
一
九
八
八
年

三
月
十
六
日
。

(9
)
梁
衡
「
論
報
紙
走
向
市
場
」『
新
聞
記
者
』
一
九
九
二
年
、
第
十
二
期
、
一
〇
頁
。

(
)
宋
健
武
「
試
析
我
国
報
業
経
済
産
業
化
運
作
的
理
論
与
実
践
」『
新
聞
戦
線
』
一
九
九
七
年
、
第
七
期
、
三
十
六
頁
。

10(
)
王
中
一
「
安
徽
省
報
刊
行
業
財
政
状
況
調
査
報
告
」『
新
聞
与
伝
播
研
究
』
一
九
九
六
年
、
第
二
期
、
二
十
五
頁
。

11(
)
広
州
日
報
社

http://m
edia.new
s.sohu.com
/s2005/guangzhouribao.shtm
。

12(
)
林
暁
光
「
中
国
マ
ス
・
コ
ミ
環
境
の
変
化
と
報
道
政
策
」『
総
合
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』
一
九
九
一
年
、
№
一
三
五
。

13
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(
)
中
央
宣
伝
部
「
関
于
報
刊
、
広
播
、
電
視
台
刊
登
和
播
放
外
国
商
品
広
告
的
通
知
」
一
九
七
九
年
十
一
月
八
日
。

14(
)
国
務
院
発
布
「
関
于
対
期
刊
出
版
実
行
自
負
盈

的
通
知
」
国
務
院
弁
工
庁
法
制
局
編
『
中
華
人
民
共
和
国
法
規
匯
編
、
一
九
八
四

15

亏

年
一
月
―

十
二
月
』
一
九
八
六
年
、
五
二
三
頁
。

(
)
一
九
九
六
年
広
東
省
深
圳
市
の
時
事
月
刊
誌
『
焦
点
』
が
九
月
号
を
最
後
に
停
刊
処
分
さ
れ
る
。
七
月
号
で
文
化
大
革
命
三
〇
周
年

16
の
特
集
を
し
た
こ
と
が
原
因
と
さ
れ
る
。『
明
報
』（
香
港
）
一
九
九
六
年
十
月
二
〇
日
。

(
)
一
九
九
八
年
『
中
国
経
済
時
報
』
の
施
浜
海
編
集
委
員
が
政
治
改
革
を
求
め
る
記
事
を
掲
載
し
た
こ
と
で
公
安
当
局
に
よ
り
拘
束
さ

17
れ
た
。『
明
報
』（
香
港
）
一
九
九
八
年
九
月
十
二
日
。
ま
た
、
十
二
月
に
は
中
国
共
産
党
広
東
省
委
員
会
が
、
広
東
省
の
日
刊
紙
『
粤

港
信
息
日
報
』
の
幹
部
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
化
の
思
想
を
あ
お
っ
た
と
い
う
理
由
で
更
迭
し
た
。『
明
報
』（
香
港
）
一
九
九
九
年
一
月

十
二
日
。
ま
た
、「
負
責
報
道
一
切
（
責
任
を
も
っ
て
す
べ
て
を
報
道
す
る
）」
を
掲
げ
た
『
新
京
報
』
の
初
代
編
集
長
で
あ
っ
た
程
益

中
は
、
二
〇
〇
四
年
に
突
然
汚
職
の
罪
名
で
逮
捕
、
二
代
目
の
編
集
長
に
な
っ
た
楊
斌
氏
も
程
の
路
線
を
継
承
し
、
〇
五
年
の
石
油
化

学
工
場
の
爆
発
に
よ
る
松
花
江
汚
染
を
大
き
く
取
り
上
げ
た
が
、十
二
月
更
迭
さ
れ
る
。『
週
刊
東
洋
経
済
』二
〇
〇
六
年
一
月
二
八
日
。

(
)
賈
培
信
「
一
九
八
六
年
我
国
報
紙
事
業
発
展
状
況
」『
中
国
新
聞
年
鑑
』
一
九
八
七
年
、
三
一
四
頁
。

18(
)
「
国
家
編
制
」
と
は
、
国
家
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
人
事
定
員
と
構
成
の
こ
と
を
言
う
。
こ
の
部
分
の
人
事
に
関
し
て
は
、
国
家
財
政

19
に
よ
り
人
件
費
等
が
支
給
さ
れ
る
。

(
)
李
希
光
、
孫
静
惟
「
商
業
化
陰
影
下
的
中
国
下
一
代
記
者
」『
新
聞
与
伝
播
』
二
〇
〇
五
年
第
二
期
、
四
頁
。

20(
)
主
要
責
任
者
と
は
、
社
長
、
編
集
長
、
副
編
集
長
で
あ
る
。
党
書
記
が
社
長
を
兼
任
す
る
場
合
が
多
い
。

21(
)
中
共
中
央
政
治
局
（
一
九
五
四
年
）「
中
共
中
央
関
于
改
進
報
紙
工
作
的
決
議
」

22(
)
中
央
宣
伝
部
「
関
于
管
理
部
分
重
要
宣
伝
輿
論
陳
地
領
導
幹
部
的
通
知
」（
一
九
九
一
）『
党
的
宣
伝
工
作
文
件
選
編
』
二
二
三
八
頁
。

23
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ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
人
事
権
に
つ
い
て
同
じ
趣
旨
の
も
の
は
、
中
共
中
央
弁
公
庁
、
国
務
院
弁
公
庁
よ
り
発
布
さ
れ
た
「
関
于

深
化
新
聞
出
版
広
播
影
視
業
改
革
的
若
干
意
見
」（
二
〇
〇
一
年
八
月
）。「
関
于
文
化
体
制
改
革
試
行
意
見
」（
二
〇
〇
三
年
七
月
）
に

よ
る
と
、
メ
デ
ィ
ア
の
指
導
機
構
に
あ
た
る
党
・
政
府
部
門
は
そ
の
主
要
指
導
幹
部
の
任
命
権
、
重
大
事
項
に
関
す
る
決
定
権
（
決
策

権
）、
資
産
配
置
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
、
報
道
内
容
の
最
終
編
集
権
（
総
審
権
）
を
有
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。

(
)
唐
亮
『
変
貌
す
る
中
国
政
治
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
。

24(
)
中
国
の
官
僚
シ
ス
テ
ム
は
、
中
央
↓
省
（
中
央
政
府
の
各
部
、
日
本
の
省
庁
に
あ
た
る
）
↓
地
区
↓
市
↓
県
↓
郷
鎮
↓
村
と
い
う
順

25
で
あ
る
が
、
各
ラ
ン
ク
に
は
正
副
の
区
別
が
あ
る
。「
正
部
級
」
と
は
中
央
省
庁
の
大
臣
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
民
日
報
は
行

政
ラ
ン
ク
か
ら
言
え
ば
、
中
央
省
庁
に
相
当
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

(
)
中
宣
部
「
関
于
党
報
不
得
批
評
同
級
党
委
員
会
問
題
給
広
西
省
委
宣
伝
部
的
復
示
」
一
九
五
三
年
。
中
国
社
会
科
学
院
新
聞
研
究
所

26
編
『
中
国
共
産
党
新
聞
工
作
文
献
匯
編

中
巻
（
一
九
五
〇
―
一
九
五
六
）』
新
華
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
、
二
七
九
頁
。

(
)
「
新
批
図
書
、
報
紙
、
期
刊
、
音
像
出
版
単
位
開
業
前
社
長
、
総
編
輯
（
主
編
）
培
訓
制
度
」
一
九
九
四
年
八
月
。

27(
)
新
聞
出
版
署
「
関
于
報
刊
社
社
長
総
編
輯
（
主
編
）
任
職
条
件
的
暫
行
規
定
」
一
九
九
五
年
十
月
十
九
日
。

28(
)
中
国
で
は
記
者
に
は
四
つ
の
ラ
ン
ク
が
あ
る
。
高
級
記
者
・
編
集
者
、
主
任
記
者
・
編
集
者
、
記
者
・
編
集
者
、
そ
し
て
、
記
者
助

29
手
・
編
集
助
手
で
あ
る
。

(
)
一
九
九
〇
年
、
一
九
九
八
年
新
聞
出
版
署
は
二
回
に
渡
り
全
国
報
道
機
関
の
記
者
証
及
び
特
約
記
者
証
を
審
査
・
発
給
し
た
。
さ
ら

30
に
一
九
九
八
年
に
は
「
関
于
全
国
統
一
換
発
記
者
証
的
通
知
」
を
執
行
し
て
い
る
。
ま
た
、「
新
聞
記
者
証
管
理
弁
法
」（
新
聞
出
版
総

署
令
）
が
二
〇
〇
四
年
十
二
月
に
新
聞
出
版
総
署
第
四
回
署
務
会
議
に
て
通
過
し
、
二
〇
〇
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

(
)
「
エ
ッ
ジ
・
ボ
ー
ル
報
道
」
と
、
当
局
の
報
道
規
制
や
宣
伝
紀
律
に
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
挑
む
報
道
を
指
す
。

31
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(
)
記
者
証
の
発
行
は
一
九
九
〇
年
十
一
月
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
か
ら
は
そ
の
管
理
を
厳
し
く
し
て
い
る
。

32(
)
中
国
に
お
け
る
自
主
規
制
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
中
国
の
マ
ス
コ
ミ
に
お
け
る
新
た
な
政
策
「
自
主
規
制
」『
中
国
研
究
月
報
』
二
〇

33
〇
五
年
十
二
月
号
。

(
)
例
え
ば
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
に
対
す
る
報
道
規
制
は
典
型
的
な
消
極
的
な
規
制
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
局
の
情
報
公
開
の
遅
れ
に
よ
る
被
害
の

34
拡
大
が
直
接
党
や
政
府
の
責
任
追
及
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

(
)
四
つ
の
基
本
原
則
と
は
、「
社
会
主
義
の
道
、
人
民
民
主
主
義
独
裁
、
共
産
党
の
指
導
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
と
毛
沢
東
思
想
・

35
鄧
小
平
理
論
の
堅
持
」
で
あ
る
。

(
)
黄
瑚

主
編
『
新
聞
法
規
与
職
業
道
徳
教
程
』
復
旦
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。
七
六
頁
。

36(
)
「
中
共
中
央
関
于
報
刊
発
行
問
題
的
指
示
」（
一
九
五
二
年
十
二
月
）
中
国
社
会
科
学
院
新
聞
研
究
所
編
『
中
国
共
産
党
新
聞
工
作
文

37
件
匯
編
中
巻
』
新
華
出
版
社

一
九
八
〇
年
二
三
一
頁
。
そ
の
な
か
に
は
①
新
聞
・
雑
誌
の
名
称
お
よ
び
発
行
地
、
②
発
行
対
象
、
③

性
格
と
お
も
な
内
容
、
④
編
集
方
針
、
⑤
指
導
機
関
と
政
治
上
の
責
任
者
、
⑥
主
要
な
編
集
員
の
履
歴
、
⑦
出
版
の
期
数
と
ペ
ー
ジ
、

⑧
発
行
の
範
囲
、
毎
年
度
の
発
行
計
画
、
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。

(
)
『
刊
号
』
と
は
、
当
局
か
ら
登
録
許
可
を
得
て
い
る
新
聞
発
行
元
に
与
え
ら
れ
て
い
る
発
行
コ
ー
ド
の
こ
と
で
あ
る
。
新
聞
発
行
の

38
際
に
は
発
行
コ
ー
ド
の
明
記
は
義
務
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
図
書
に
も
「
書
号
」
と
い
う
出
版
コ
ー
ド
が
あ
る
。

(
)
新
聞
出
版
署
﹇
九
三
﹈
八
〇
一
号
「
関
于
出
版
単
位
的
主
弁
単
位
和
主
管
単
位
職
責
的
暫
行
規
定
」
一
九
九
三
年
。
出
版
単
位
と
は
、

39
国
家
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
国
家
新
聞
出
版
行
政
管
理
部
門
の
許
可
を
得
て
、
登
録
し
て
い
る
新
聞
社
、
定
期
刊
行
物
、
図
書
出

版
社
と
映
像
・
音
声
出
版
社
を
指
す
（
該
規
定
の
第
三
条
）。
ま
た
、
主
管
単
位
と
主
弁
単
位
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
、
第
五
条

に
お
い
て
定
め
て
い
る
。
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(
)
新
聞
出
版
署
「
関
于
加
強
報
紙
出
版
管
理
重
申
有
関
規
定
的
通
知
」
一
九
九
三
年
三
月
。

40(
)
新
聞
出
版
署
・
新
出
報
刊
﹇
二
〇
〇
〇
﹈（
二
〇
八
号
）「
関
于
加
強
小
報
小
刊
審
読
工
作
的
通
知
」
二
〇
〇
〇
年
五
月
。

41(
)
新
聞
出
版
総
署
・
新
出
報
刊
﹇
二
〇
〇
一
﹈（
九
〇
二
号
）「
関
于
進
一
歩
加
強
社
会
文
化
生
活
類
報
刊
管
理
的
通
知
」
二
〇
〇
一
年

42
七
月
。

(
)
国
家
出
版
局
「
関
于
征
集
図
書
、
雑
誌
、
報
紙
様
本
的
弁
法
」
一
九
七
九
年
四
月
十
八
日
。

43(
)
新
聞
出
版
総
署
「
関
于
加
強
対
新
聞
、
期
刊
、
図
書
審
読
工
作
的
通
知
」
一
九
八
八
年
十
一
月
九
日
。

44(
)
中
国
に
は
新
聞
に
対
し
て
「
主
流
新
聞
」、「
大
報
（
大
新
聞
）」、「
周
辺
新
聞
」、「
小
報
」
な
ど
の
呼
び
名
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
主
に

45
党
機
関
紙
と
そ
の
他
新
聞
を
区
別
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
「
大
報
」「
主
流
新
聞
」
は
党
機
関
紙
・
機
関
紙
の
こ
と
を

指
し
、「
小
報
」「
周
辺
新
聞
」
は
、
党
機
関
紙
で
は
な
い
新
聞
の
週
末
版
・
生
活
情
報
誌
な
ど
の
こ
と
を
指
す
。
ち
な
み
に
「
報
」
は
、

中
国
語
で
は
新
聞
の
意
味
で
あ
り
、「
刊
」
は
雑
誌
の
こ
と
を
指
す
。

(
)
国
家
新
聞
出
版
総
署﹇
二
〇
〇
一
﹈一
四
二
号「
関
于
厳
格
執
行
期
刊
„
三
審
制
“
和
„
三
校
一
読
“
制
度
保
証
出
版
質
量
的
通
知
」。

46
「
三
審
制
」
と
は
、
初
審
、
副
審
と
終
審
な
ど
三
段
階
の
審
査
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、「
三
校
一
読
」
と
は
、
原
稿
に
対
し
て
少
な
く
と

も
三
回
に
わ
た
っ
て
校
正
し
、
編
集
責
任
者
は
原
稿
の
初
審
、
編
集
と
サ
ブ
サ
ン
プ
ル
に
対
し
て
通
読
す
る
こ
と
を
指
す
。

(
)
陳
懐
林
、
陳
韜
文
「
鳥
籠
裏
的
中
国
新
聞
自
由
」
何
舟
、
陳
懐
林
編
著
『
中
国
伝
媒
新
論
』
太
平
洋
世
紀
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、

47
五
七
頁
。
消
燕
雄
、
尹
熙
「
平
衡
―
新
聞
考
評
制
度
的
関
鍵
」『
新
聞
記
者
』
二
〇
〇
五
年
第
十
一
月
。

(
)
中
共
中
央
宣
伝
部
・
新
聞
出
版
署
「
関
于
建
立
違
紀
違
規
報
刊
警
告
制
度
的
意
見
」、「
違
紀
違
規
報
刊
警
告
制
度
細
則
」
二
〇
〇
〇

48
年
五
月
二
九
日
。

(
)
新
聞
出
版
総
署
・
新
出
報
刊
（
二
〇
〇
一
）
九
〇
二
号
「
関
于
進
一
歩
加
強
社
会
文
化
生
活
類
報
刊
管
理
的
通
知
」
二
〇
〇
一
年
七

49
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月
三
日
。

(
)
「
通
稿
」
と
は
、
重
要
な
政
策
や
重
大
な
問
題
を
報
道
す
る
際
に
は
、
一
般
的
に
中
央
政
府
が
新
華
社
の
み
に
発
表
さ
せ
る
報
道
原

50
稿
の
こ
と
を
指
す
。
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
は
そ
の
問
題
に
つ
い
て
報
道
す
る
場
合
に
は
新
華
社
が
発
表
し
て
い
る
原
稿
の
内
容
に
基
づ

い
て
発
表
し
な
い
と
い
け
な
い
。
通
稿
と
異
な
る
意
見
の
発
表
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
「
通
稿
」
制
度
は
、
実
に
一
九
五
二
年
に
遡
る
。

中
共
中
央
「
関
于
国
際
時
事
宣
伝
的
決
定
」
一
九
五
二
年
八
月
。
こ
こ
で
も
国
際
時
事
の
報
道
と
評
論
は
、
中
央
に
委
ね
て
お
り
、
中

央
の
審
査
を
経
て
新
華
社
と
『
人
民
日
報
』
に
よ
り
統
一
的
に
発
表
す
る
、
重
大
な
政
治
事
件
に
つ
い
て
は
、
必
要
が
あ
れ
ば
群
衆
団

体
を
発
動
し
擁
護
、
同
情
或
は
抗
議
を
行
い
、
全
国
で
社
会
輿
論
を
形
成
す
る
。
中
央
が
統
一
に
各
地
に
通
知
す
る
、
等
規
定
し
て
い

る
。

(
)
「
中
共
中
央
関
于
改
新
華
社
為
統
一
集
中
的
国
家
通
訊
社
的
指
示
」（
一
九
五
〇
年
三
月
）
一
頁
。

51(
)
新
聞
総
署
「
関
于
稿
件
需
経
有
関
方
面
審
閲
後
始
得
発
表
的
指
示
」
一
九
四
九
年
十
一
月
。

52(
)
中
共
中
央
「
関
于
進
一
歩
改
進
会
議
和
領
導
同
志
活
動
新
聞
報
道
的
意
見
」
二
〇
〇
三
年
三
月
。

53(
)
中
共
中
央
宣
伝
部
・
新
聞
出
版
総
署
「
関
于
出
版
〝
文
化
大
革
命
〞
図
書
問
題
的
若
干
規
定
」
一
九
八
八
年
十
二
月
。

54(
)
新
聞
出
版
署
「
関
于
対
渉
及
蘇
聯
、
東
欧
国
家
的
図
書
的
出
版
加
強
管
理
的
通
知
」
一
九
九
〇
年
四
月
。

55(
)
Ｊ
．
カ
ラ
ン
・
朴
明
珍
編

杉
山
光
信

大
畑
裕
嗣
訳
『
メ
デ
ィ
ア
理
論
の
脱
西
欧
化
』
勁
草
書
房
二
〇
〇
三
年
。
五
〇
頁
。

56(
)
二
〇
〇
八
年
二
月
筆
者
が
北
京
で
お
こ
な
っ
た
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
に
よ
る
。

57

〔
査
読
を
含
む
審
査
を
経
て
、
二
〇
〇
九
年
三
月
四
日
掲
載
決
定
、
同
年
五
月
十
九
日
掲
載
号
決
定
〕

（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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